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西会津町における次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法 

に基づく特定事業主行動計画 

（西会津町特定事業主行動計画） 
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西会津町長 
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西会津町教育委員会 
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 「西会津町における次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく特定事業主

行動計画」（以下「本計画」という。）は、次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１

２０号。）及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。

以下「女性活躍推進法」という。）に基づき、西会津町が策定する特定事業主行動計画であ

る。 

 

 

１ はじめに 

本町においては、これまで、職員の仕事と生活の調和の推進や女性職員の活躍推進を図

るため、「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推進法」の各法に定める特定事業

主計画として、「西会津町職員子育てプラン」及び「西会津町における女性活躍推進法に

基づく特定事業主行動計画」をそれぞれ策定し、職員が子育てしやすい環境の整備や、採

用・配置・研修・昇任など性別にとらわれない人材育成等に取り組んできたところである。 

  このような中、長時間労働の是正や多様で柔軟な働き方の実現を目的として改正され

た「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の趣旨を踏まえ、職員が

いきいきと仕事と子育てに取り組むことができる働きやすい職場環境の整備とともに、

女性活躍推進法において重点課題とされた「長時間労働の是正など働き方の改革」や「男

性の家事・育児参加の促進」、「性別にとらわれない職務の機会の付与」などに対応し、多

様な人材の誰もが「働きやすさ」と「働きがい」を感じられる職場環境づくりに積極的に

取り組むことが、国全体で求められている。 

  この度の「西会津町職員子育てプラン」及び「西会津町における女性活躍推進法に基づ

く特定事業主行動計画」の改定にあたっては、このような背景や現行計画の課題等が密接

に関連することから、両計画を統合し、これらに対する取り組みを一体的に推進するもの

とする。 
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２ 計画期間 

 本計画の期間は、令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間とする。 

 

３ 計画の推進に向けた体制整備等 

  本町では、組織全体で継続的な女性職員の活躍の推進と安心して子育てができる職場

づくりのため、議会事務局、教育委員会事務局、農業委員会事務局との連携のもと、総務

課が本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況、数値目標の達成状況の点検・

評価等を行うこととする。 

 

４ 「西会津町における女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画（第２期）」の結果 

 （１）数値目標と結果 

    「西会津町における女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画（第２期）」にお

いて、５つの数値目標を定めている。このうち、目標を達成した項目は２つであった

ことから、引き続き、職員が仕事と子育てを両立できる働きやすい職場環境づくりに

積極的に取り組むことが必要である。 

※次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画である「西会津町職員子

育てプラン」には、数値目標を定めていない。 

 

目標① 参事・課長・主幹職（管理職）における女性職員数を令和２年度ゼロから１

人とする。また、課長補佐職においては、令和２年度２人から４人とする。 

〔結果〕 

【役職段階における女性職員の割合（令和６年度）】 

役職 女性職員の人数 女性職員の割合 

参事・課長・主幹職 １人（１８人中） ５．６％ 

課長補佐職 １人（２０人中） ５．０％ 

係長職 １０人（２０人中） ５０．０％ 

 

目標② 女性職員における計画期間内の定年前退職者の割合を５０％以下とする。 

〔結果〕 

【計画期間内（令和３～６年度）における定年前退職者の割合】 

     

 

 

 

区分 退職者数 うち定年前退職者数 定年前退職率 

男性職員 １９人 １３人 ６８．４％ 

女性職員 ６人 ４人 ６６．７％ 
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目標③ 配偶者出産休暇の取得率を７０％以上とする。 

    〔結果〕 

    【配偶者出産休暇取得率（令和６年度）】 … ０．０％（対象者３人） 

 

目標④ 職員１人あたりの年間平均時間外勤務を１７０時間以内とする。 

    〔結果〕 

    【男女別１人あたりの年間平均時間外勤務時間（令和６年度）】 

年度 男性 女性 全職員 

令和元年度 ２０８．２時間 １５０．６時間 １９０．３時間 

令和６年度 １２４．２時間 ９５．８時間 １１６．１時間 

※平成元年度については、第２期計画より抜粋 

 

  目標⑤ 年次有給休暇の平均取得日数を１０日とする。 

    〔結果〕 

    【年次有給休暇の平均取得日数（令和６年度）】 … １０．５日 

 

 

５ 本計画における数値目標 

（１）総括 

次世代育成支援対策推進法第１９条第３項及び次世代育成支援対策推進法に基づ

く特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（令和６年内閣府令第９５号）第３条

並びに女性活躍推進法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府

令第６１号）第２条に基づき、職員の育児休業等の取得等の状況や女性職員の職業生

活における活躍の状況を把握し、改善すべき状況について分析を行った。 

当該課題分析の結果、次世代育成支援対策推進法第１９条第２項第２号及び女性

活躍推進法第１９条第２項第２号に規定されている目標を次のとおり設定した。 

 

（２）目標の内容と状況 

  目標① 参事・課長・主幹職（管理職）における女性職員数を令和６年度と同様に１

人以上とする。また、課長補佐職においては、令和６年度１人から３人以上と

する。 
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 【役職段階における女性職員の人数（令和６年度）】 

役職 女性職員の人数 女性職員の割合 

参事・課長・主幹職 １人（１８人中） ５．６％ 

課長補佐職 １人（２０人中） ５．０％ 

係長職 １０人（２０人中） ５０．０％ 

 

 

目標② 継続勤務年数の男女の差異を５．０年未満とする。 

【男女の継続勤務年数の差異（令和７年４月１日）】 ※三役除く 

女性職員の勤続年数の平均が、男性職員よりも５．１８年短い。 

 

 

 

 

 

 

目標③ 男性職員の育児休業取得率を７５％以上とする。 

    【男性職員の育児休業取得率（令和６年度）】 … ６６．７％（対象者３人） 

 

 

  目標④ 職員１人あたりの年間平均時間外勤務を１００時間以内とする。 

    【男女別１人あたりの年間平均時間外勤務時間】 

年度 男性 女性 全職員 

平成２６年度 ２５９．６時間 １７５．６時間 ２３３．５時間 

令和元年度 ２０８．２時間 １５０．６時間 １９０．３時間 

令和６年度 １２４．２時間 ９５．８時間 １１６．１時間 

 

 

  目標⑤ 年次有給休暇の平均取得日数を１２日以上とする。 

    【年次有給休暇の平均取得日数（令和６年度）】 … １０．５日 

 

 

 

区分 職員数 勤務年数の合計 勤務年数の平均 

男性職員 ８３人 １，６２２年 １９．５４年 

女性職員 ３６人 ５１７年 １４．３６年 

全 体 １１９人 ２，１３９年 １７．９７年 
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６ 目標達成のための取組 

目標の達成に向け、令和１１年度末までに次に掲げる取組を実施する。 

（１）女性職員の課長職や課長補佐職への登用の推進 

   ・人事評価の活用等により優秀な女性職員を積極的に役職に登用する。 

（２）性別にとらわれない人員配置 

・これまで性別が偏って配置されていた所属において、性別にとらわれることなく

効果的な住民サービスが提供できるよう適切な人員配置に努める。 

（３）マネジメント能力の向上のための研修の実施 

   ・性別にとらわれることなく、管理職研修やリーダーシップ研修等の各種研修に職

員が女性職員のキャリアアップの意識を高め、リーダーシップ等を身に付ける

ための研修会を行う。 

（４）育児休業等諸制度を利用しやすい職場環境の醸成 

・職場内での育児休業等に関する制度の普及に努め、該当職員にその取得を推奨す

る。 

（５）時間外勤務の縮減のための啓発の推進 

   ・ノー残業デーを推進するとともに、職員が退庁しやすい雰囲気づくりに努める。 

（６）年次有給休暇の取得促進 

   ・毎月１日の年次有給休暇の取得推進や子どもの行事等で積極的に年次有給休暇

を取得するよう促す。 

（７）業務の合理化及び業務遂行体制の見直しの推進 

   ・デジタル化の推進や事務事業の見直し、事務の簡素化を図る。 


